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租税管理法日本語訳（仮訳） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

※本翻訳は、JICAの長期専門家（税務アドバイザー）の執務参考用に作成したものであ
り、ラオス人民民主共和国の政府、財務省税務局及び関係機関並びに JICA 及びその関
連者などが、その精度を保証するものではありません。 
適用にあたっては、ラオス語の原文にあたっていただくようお願いします。本仮訳の直

接の適用によって損害等が発生しても、長期専門家及び JICAなどは一切の責任を負い
ません。 
なお、仮訳中「ラオス人民民主共和国」については、翻訳の便宜上「ラオス国」に統一

してあります。 
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ラオス人民民主共和国 

平和・独立・民主主義・統一・繁栄 

-------------------- 

 

国民議会 

第 66 / NA 号 

首都ビエンチャンにて、2019 年 6 月 18 日付 

 

租税管理法 

（更新） 

 

第１部 

総則 

 

第１条（改正） 目的 

本法は、租税管理について、統一的、網羅的、効率的及び効果的な管理の

ため、個人、法人又は組織が納税の実施及び持続的な事業の成長を促進し、

徴収する税金を正確、完全、公正かつ明確に調整し国の予算に納付付する潜

在力を探るため及び国の健全な社会経済発展に貢献するための必要な原則、

規則、手続き及び措置を定めるものとする。 

 

第２条（改正） 租税管理 

租税は、法律で定めるとおり、ラオス国及び外国における事業の実施、商

品及びサービスの消費、土地及び財産の使用並びにその他の活動から生じる

収入又は所得を有する個人、法人又は組織が納める義務的な金銭である。 

租税管理は、近代的管理システムの開発、企業及び収入についての正確かつ

完全なデータベースの作成、サービス提供、便宜供与、徴収、監視並びに法

律で定める租税義務納付付の調査により、国家経済を調整する国の手段であ

る租税についての原則、規則及び措置の実施をいう。 

 

第３条（改正） 定義 

本法において、次に掲げるとおり用語の意義を定める。 
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1. 納税者 ラオス国において、一時的又は恒久的な居所又は事業所を持つ、

ラオス国において住所又は事務所があり外国において事業を行う又は収

入があり、法令で定める納税義務を負う個人、法人及び組織をいう。 

2. 納税義務者 法律で定めるとおり、計算、徴収、源泉徴収及び納付を行う

義務を負う個人、法人又は組織をいう。 

3. 永住者 他国籍を有する者のうち、ラオス国に移住する又は長期にわたり

居住する者であって、永住者カード及び永住者戸籍を有し、かつ、当該外

国人の属する政府が居住を認める者をいう。 

4. 無国籍者 ラオス国に移住する又は居住する者で、ラオス国民ではなく、

当該個人の国籍証明書を有していない者をいう。 

5. 外国人 用務のためラオス国に短期又は長期滞在する他国籍者であり、か

つ、当該滞在期間の期限後、帰国する者をいう。 

6. 非居住者 ラオス国において収入を有するか事業を行うが、永続的には居

住又は生活していない者をいう。 

7. 自由業 科学、文化、芸術、教育、公衆衛生及びその他の活動における教

師、科学者、弁護士、エンジニア、医者、看護師、会計コンサルタント、

会計士及びその他の専門的知識を用いるサービス又は活動の提供のうち、

他者の労働、身体、意思に属さないものをいう。 

8. 税務職員 特定の場所における又は特定の任務の実施のため任命された

税務職員で調査及び査察の義務を負う者をいう。 

9. 法人 法律で定めるとおり、名前、事務所、自己の財産、権利及び義務を

有し、適切に事業登録している企業をいう。 

10. 企業 名前、資金、管理及び事務所を有し、かつ、法律で定める登録

のある個人又は法人の営利目的の企てをいう。 

11. 個人企業 企業のうち、法人ではなく、個人一人が所有し、無限責任

を負うものをいう。 

12. 零細企業 製造業、商業又はサービス業の企業のうち、規定する期間

における従業員数、資産額及び年間売上高が規則で定める範囲を超えない

最も規模の小さいものをいう。 

 

第４条（改正）租税管理業務に関する国の政策 

国は、租税管理業務について、全国における統一的な徴税のため、公正な調

整のため、国の予算への納付のため並びに経済部門間における平等、透明性

及び公正の確保のため、当該業務の効果的かつ効率的な活動に対し、必要に応

じ、仕組みの決定、規則の発出、予算配分、配員、車両及び道具の提供により、

促進する。 

国は、法律のとおり正確かつ完全に納税義務を果たす投資家及び納税者に



 4 

対し便宜及び政策を与え、事業の成長を促進し、国内外の投資家を誘致し、

国民の納税意識を啓発し、農村を開発し、ラオス国の全国民族の貧困を削減

する。 

 

第５条（改正）租税に関する義務の免除又は減税 

租税に関する義務の免除又は減税について、次に掲げるものを認める。 

1. 重複課税の回避及び所得税の脱税阻止のための協定及びラオス国が加入

するその他の協定に従ったもの。 

2. 投資促進法及びその他の法律で定めに従ったもの。 

3. 政府の提案に基づく国の重要かつ必要なプロジェクトについての国民議

会の決議に従ったもの。 

4. 台風、感染病流行、洪水、干ばつ、地震、火災等、大規模な被害の原因に

なる自然災害又はその他の災害が発生した時に、政府提案に基づく必要か

つ緊急のプロジェクト並びに地域及び国際間の連結にかかる国家インフ

ラ事業についての国民議会常設委員会の決議に従ったもの。 
 

第６条（改正）特別促進政策 

国は、政府の優先的な投資である、農業、加工業及び手工業、遠隔地及び

不毛地における教育、公衆衛生、文化及び社会、農村開発及び国民の貧困削

減にかかる公共インフラ投資事業（天然資源採掘及び電力を除く。）、経済特

別区、工業団地並びに証券取引所上場企業に対し租税の特別促進政策を有す

る。 

 

第７条（改正）租税管理業務の原則 

租税管理業務の活動は、次に掲げる原則のとおり実施する。 

1. 国家の方針、政策、法律、国家予算及び国家社会経済開発計画と一致する

こと。 

2. 法律のとおり、全国において網羅的かつ統一的に税金を徴税し、国の予算

に組み入れること。 

3. 徴税及び国家予算への組入れの権利を委任された租税管理機関並びにそ

の他国の機関は、本法及びその他関連法を厳重に実施しなければならない。 

4. 製造、事業、投資及び経済成長を促進すること。 

5. 法律のとおり、納税者の公正にかかる権利を保証し、平等、公正及び透明

性があり検証可能であること。 

6. 便利、迅速、完全、近代的、効率的、かつ、適時であること。 

7. 租税管理業務におけるリスク管理及び情報管理を保証すること。 

8. 関係省庁、機関、部局及び地方自治体と連携すること。 
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第８条（新規）租税管理業務の近代化 

租税管理業務の近代化は次に掲げるとおり実施する。 

1. 租税管理業務における制度、仕組み、管理法、管理手順、サービス並びに

組織及び人員体制の構築のため、租税管理業務の近代化を進めるとともに

正確、完全かつ検証可能な租税情報収集及び管理のためツールを活用する

こと。 

2. 徴税情報管理システムに連結する電子租税管理システムの確立へ投資及

び参加する個人、法人又は組織を促進するとともに、税金の支払いについ

て、法律のとおり、銀行システムを経由し正確かつ完全に行うことを推進

する。 

 

第９条（改正）法律の適用範囲 

ラオス国内及び外国において事業及び生産を行う、職業を有する並びにそ

の他の活動を行う個人、法人又は組織のうち、税の義務を負い租税管理業務

にかかる義務を果たすものは、本法の適用範囲とする。 

 

第１０条（改正）国際協力 

国は、ラオス国が加入する協定及び国際条約のとおり、租税管理業務の分

野の発展のため、技術、情報及び人的資源等の共有により、当該分野におけ

る外国、地域及び国際協力を推進する。 

 

第２部 

租税の種類 

 

第１１条 租税の種類 

租税の種類は次に掲げるとおり。 

1. 間接税 

2. 直接税 

 

第１章 

間接税 

 

第１２条 間接税 

間接税は、ラオス国の領土において事業を行う者を通じて商品及びサービ

スを消費する者から徴収する税金をいう。 

間接税は次に掲げるものをいう。 
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1. 付加価値税 

2. 物品税 

 

第１３条（改正）付加価値税 

付加価値税は、商品の輸入並びに国内における商品及びサービスの提供に

よって追加される商品及びサービスの価値に応じ徴収する税金で、最終消費

者が納税する。 

付加価値税は付加価値税法で定める。 

 

第１４条（改正）物品税 

物品税は、国内における個人、法人又は組織の消費のうち、特定種類の輸

入品又は国内生産品及びサービスの消費から徴収する義務的な金銭をいう。 

物品税は物品税法で定める。 

 

第２章 

直接税 

 

第１５条（改正）直接税 

直接税は、国内及び外国において事業の実施から生じる所得又は利益を有

する個人、法人又は組織から徴収する税金をいう。 

直接税は次に掲げるものをいう。 

1. 所得税 

2. 土地資産税 

3. 環境税 

4. 手数料及びサービス料 

 

第１６条（改正）所得税 

所得税は、所得を有する個人、法人又は組織から徴収する義務的な金銭を

いう。 

所得税は所得税法で定める。 

 

第１７条（新規）土地資産税 

土地資産税は、土地及び資産を使用する個人、法人又は組織から徴収する

義務的な金銭をいう。 

土地資産税は別途規則で規定する。 

 

第１８条（改正）環境税 
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環境税は、ラオス国において事業、商品及び天然資源の輸入又は輸出を許

可されている個人、法人又は組織のうち、環境汚染を起こす、健康、人命、

動物、植物及び生態系のバランスへの危険及び被害をもたらすものから徴収

する義務的な金銭をいう。 

環境税は別途規則で規定する。 

 

第１９条（改正）手数料とサービス料 

手数料は、承認又は許可によって国の部局を通じ、経済的及び社会的活動

を行う個人、法人又は組織から徴収する直接義務的な行政サービス管理の権

利料をいう。 

サービス料は、非営利かつ国の予算歳出を補助する目的とし、社会活動に

おける国の部局による技術的管理にかかる直接義務的なサービス料をいう。 

手数料及びサービス料は、手数料及びサービスにかかる規則で別途規定する。 

 

第３部 

租税制度 

 

第２０条（新規）租税制度 

租税制度は次に掲げるとおり。 

1. 納税者番号 

2. 納税申告 

3. 納付 

4. 納税申告後の調査 

5. 年度末税再計算 

6. 還付及び債務消滅 

7. 納付計画、納税者登録、請求書の使用及び管理 

 

第１章 

納税者番号 

 

第２１条（新規）納税者番号 

納税者番号は、納税・納付情報システムの管理、監視及び調査のためのラ

オス国における納税義務者の番号をいう。 

ラオス国内又は国外において事業又はその他の活動を行い、所得を有する

ラオス国民、永住者、無国籍者、外国人、法人又は組織で法令のとおり納税

義務を負うものは、納税者番号を保有しなければならない。 

 



 8 

第２２条（新規）納税者番号の発行 

企業登録を行う個人、法人又は組織は、企業登録システムを通じ企業登録

証と同時に納税者番号を受領すること。 

事業を行わない個人、法人又は組織のうち所得を有するものは、納税者番

号発行のため、税務当局に納税者番号発行の申請を行うこと。 

納税者番号発行の手順及び方法は、別途規則で規定する。 

 

第２３条（新規）納税者番号の使用 

納税者は、納税申告書、請求書、税支払書類、関税納付申告書、会計書類、

商品製品移動書類、その他行政関連書類並びに租税制度関連の活動に関する

書類並びに銀行及びその他金融機関における預金口座開設時、納税者番号を

使用しなければならない。 

税務当局、国庫、銀行、金融機関及びその他部局は、税金の徴税及び管理

並びに国の予算への組入れのため、納税者番号を使用しなければならない。 

 

第２４条（新規）納税者番号の停止 

納税者番号は、永久的な事業の停止、破産、永久停止命令の受領、行動不

能又は死亡の場合、停止するものとする。 

 

第２章 

納税申告 

 

第２５条（新規）納税申告 

納税申告は、関連する法律及び規則で定める納税自己申告を行うため、計

算による各租税に関係する納税者の納付計画及び活動報告に基づく税金の総

額について報告することをいう。 

親会社と別会計を行う支店は、すべての租税について、支店が所在する県、

首都の税務当局に納税申告すること。 

親会社と別会計を行わない支店は、月次給与に対する所得税については、

支店が所在する県又は首都の税務当局に納税申告を行うが、付加価値税、物

品税、利益税及びその他の所得税については、親会社が所属する税務当局に

申告し、再計算後、徴収された税金について各支店が所在する税務当局に知

らせる。 

 

第２６条（新規）納税申告の期間 

納税申告の期間は次に掲げるとおり。 
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1. 年間納税申告の対象は、所得税のうち利益税及び利益配当に対する所得税、

土地資産税。 

2. 月次納税申告の対象は、付加価値税、国内生産品及びサービスに対する物

品税並びに月次給与及び賃金に対する所得税。 

3. 都度方式の納税申告対象は、商品輸入時の付加価値税、物品税及びその他

の個人所得税。 

4. 契約方式の納税申告対象は、零細企業の所得税。 

各租税についての納税申告期間の詳細は関連法で定める。 

 

第２７条（新規）納税申告の書類 

納税申告の書類は次に掲げるとおり。 

1. 付加価値税、所得税、物品税、利益税、手数料及びサービス料その他租税

の納税申告書の様式に従った書類。 

2. 納税申告時の添付書類は、請求書、輸入許可証及び各所得の証明書類（貸

借契約、コンセッション契約、売買契約及び借入契約等）。 

納税申告の手順及び方法は別途規則で規定する。 

 

第２８条（新規）納税申告方法 

納税申告方法は次に掲げる 2種類のとおり。 

1. 徴税情報管理システム(TaxRIS)に登録のうえ当該納税申告システムを用

い各種納税申告情報の提供により電子システム経由で行う申告又は各租

税の自己申告にかかる情報についてオンライン入力によって行う申告。 

申告後の税金の支払い方法は、銀行の Easy-Tax システム、銀行窓口又は

国庫窓口の３種類から選択できる。 

2. 各種納税申告の書類を税務当局サービス窓口に提出。 

 

第２９条（新規）納税申告の延期 

納税申告の延期は、各件に応じ財務大臣又は政府が定める金額及び期間の

とおり、自然災害の影響を受けた納税者の納税申告延期のため、租税業務管

理機関が許可する。 

 

第３０条（新規）事業活動停止の通知 

事業活動を停止する意思のある個人、法人又は組織は、関係当局の規則の

とおり手続きを行い、法律のとおり納税義務について再計算するため、停止

の許可を受けた後 15営業日以内に税務当局に通知しなければならない。 

 

第３章 
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税の納付 

 

第３１条（改正）税の納付 

個人、は法人又は組織は、銀行システム又は国庫を通じ、キープ通貨建て

の現金、小切手、送金又はその他の形式により、税金、罰金を含む手数料及

びサービス料を納付しなければならない。 

外貨建てで納付する場合、契約のとおり実施できるが、毎回銀行が公表す

る為替レートに応じ各納税申告のとおりキープ通貨建ての歳入として記録し

なければならない。 

 

第３２条（改正）納付の期間 

納付は、次に掲げるとおり期間のとおり実施する。 

1. 商品の輸入については、商品の輸入を行う場所における関税納付申告時に、

税関職員の計算どおり税金を国庫の銀行口座又は国庫に納付すること。 

2. 付加価値税、国内生産品及びサービスに対する物品税並びに月次給与又は

賃金に対する所得税については、翌月 20日までに毎月納付すること。 

3. 利益配当に対する所得税は次に掲げるとおり実施すること。 

- 利益配当が生じる場合、株主総会における決定後、15営業日以内に納付す

ること。 

- 利益配当がない場合、株主総会における決定後、15営業日以内に税務職員

に通知しなければならない。 

- 株主総会の不開催について税務職員に通知しない場合又は翌年 6月 30日前

に利益配当の申告を行わない場合、税務職員は、所得税法で定めるとおり、

利益配当に対する所得税を計算し納税させることができる。 

4. 利益税の納付は年 2回とし、1回目は当該年の 7月 20日まで、2回目は翌

年 1月 20日までとする。 

納付すべき利益税は、毎回、半期（6 か月）会計報告の実利益、会計年度

における納付計画の見込額又は昨年度の利益税実納付額を基に納付する

こと。 

会計年度を締めた後、納付すべき実利益税額を再計算するため、財務諸表

のとおり、年間利益税を納付しなければならない。 

再計算後、実利益税額が納付した利益税額を超過する場合、不足額を納付

しなければならず、実利益税額が納付した利益税額に満たない場合、超過

額を還付しなければならない、又は納付者と合意のうえ次回に繰り越し控

除するものとする。 

5. 零細企業の所得税は、税務当局との契約で定めるとおり、毎月、四半期毎

又は毎年納付すること。 
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6. 非居住者のうちラオス国において企業を設立していないものから提供を

受けた個人の付加価値税及びその他の所得税は、当該所得の支払日から 15

営業以内に納付すること。 

土地資産税、環境税、手数料・サービス料の納付期間については、別途規

則で規定する。 

 

第３３条（新規）税の納付方法 

税の納付は、次に掲げる 2 つの方法のとおり。 

1. 国庫の口座を有する商業銀行への納付。 

2. 国庫並びに県、首都、郡又は市における国庫への納付。 

各租税の納付書類様式は、別途規則で規定する。 

 

第３４条（新規）税納付証明書類 

各租税の税納付証明書類は次に掲げるとおり。 

1. 銀行が発行する紙媒体又は電子媒体の証明書 

2. 国庫が発行する紙媒体又は電子媒体の領収書 

 

第３５条（新規）税納付の延期 

税の納付延期は、各件に応じ財務大臣又は政府が定める金額及び期間のと

おり、自然災害の影響を受けた納税者の納税申告延期のため、租税業務管理

機関が許可する。 

 

第４章 

事後申告の調査 

 

第３６条（新規）納税申告後調査 

納税申告後調査は、本法及びその他関連法で定めるとおり、納税者の各租

税納付及び納税申告に関する情報の再調査をいう。 

 

第３７条（新規）納税申告後調査の手順 

納税申告後調査の手順は次のとおり。 

1. 財務省が規定するとおり、納税申告書類、財務報告及びその他の書類を収

集及び分析する。 

2. 調査対象者を選定する。 

3. 計画の作成及び調査任命を行う。 

4. 調査を実施する。 

5. 調査結果を報告する。 
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6. 調査結果記録を作成する。 

 

第３８条（新規）納税申告後調査の方法 

納税申告後調査の方法は次に掲げるとおり。 

1. 納税者に関する情報及び書類を分析する。 

2. 納税者及び納税義務者の法律実施状況を再調査する。 

3. 納付すべき税金又は納付すべき税額に関する条件を調査する。 

4. 自己申告を行う納税者のうち、法律で定める要件（納税者番号の未申請、

納税の無申告、納税者登録未了及び請求書不使用等）を完全に満たしてい

ないものを再調査する。 

 

第３９条（新規）各レベルにおける調査の決定書発行権者 

中央税務局長、県、首都、郡及び市における税務局長は、承認された調査

計画のとおり納税者の事務所及びその他関係地において調査を実施するため、

当該局の責任の範囲において、税務職員の任命にかかる決定書の発行者とな

る。 

他の関係者が調査に参加する場合、財務大臣、県知事、都知事、郡長又は

市長が調査委員会の任命にかかる決定書の発行者となる。 

毎回の納税申告後調査は、決定書の発行又は通知後 30日以内に実施し、必

要な場合においても、延期可能な日数の上限は 30日間とする。 

 

第４０条（新規）納税申告後調査の納税者の責任 

納税申告後調査の納税者の責任は次に掲げるとおり。 

1. 納税申告書類及び税納付書類について、情報を提供し、及び完全に明確に

説明すること。 

2. 商品輸入時並びに国内における商品及びサービスの購入時に支払った税

金総額の計算、徴収及び納付について情報を提供すること。 

3. 財務省が計算及び会計調査に関係すると規定する会計書類、請求書、財務

状況証明書及びその他書類の情報について、正確、完全かつ期限どおりに

税務当局に提供すること。 

 

第４１条（新規）納税申告後調査委員会の責任 

納税申告後調査委員会の責任は次に掲げるとおり。 

1. 調査対象者に 7日前に通知すること。 

2. 調査対象者の納税申告、税納付情報及びその他関係情報を分析すること。 

3. 技術的根拠に基づく調査を計画すること。 

4. 調査を実施すること。 
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5. 事実及び技術的根拠に基づき、法律のとおり正確に調査結果を報告するこ

と。 

6. 調査結果記録を作成すること。 

7. 納税申告後調査結果のとおり実施するよう納税者及び関係者に通知する

こと。 

 

第５章 

租税の年末再計算 

 

第４２条（新規）租税の年末再計算 

租税の年末再計算は、租税業務の管理に関する法律の遵守を確認するため、

企業会計システム、外部情報、納税申告調査及び各税金の年間支払調査に基

づき、納税者登録している企業及び国営企業、プロジェクトの会計並びに銀

行口座等の調査によって行う。 

納税者は、翌年 3月 31日までに年間財務諸表を提出しなければならない。 

通常年度と異なる会計年度の使用を許可されている納税者は会計締め日か

ら 3 か月以内に年間務諸表を提出しなければならない。 

財務省が定める財務諸表及びその他書類が正確かつ完全に提出され、租税

滞納債務がなければ、税務当局は、納税者に対し、5営業日内に年間租税義務

納付証明書を発行しなければならない。 

 

第４３条（新規）租税の年末再計算における納税者の責任 

事業を行う個人、法人又は組織は租税の年末再計算の前に財務諸表を提出

しなければならない。会計監査会社の調査を受ける企業については、別途関

連法で定めるとおり実施すること。 

所得を有する個人は、租税の年末再計算のため、所得証明書及び所得税納

付証明書を提出しなければならない。 

租税の年末再計算のため、納税減免を受けた個人、法人又は組織は、所属

する税務当局に納税免除証明書又は減税証明書を提出しなければならない。 

 

第４４条（新規）租税の年末再計算の実施 

租税の年末再計算の方法は次に掲げる３種類のとおり。 

1. 税務当局の事務所において納税者の書類に基づき会計書類を調査する。 

2. 企業の事務所において会計調査又は事実情報の調査（実態調査）を実施す

る。 

3. 無予告の会計調査を実施する。 

税務職員による年末再計算は、調査対象になりうる疑いのある者からの財
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務諸表があった日から 6 か月以内に完了させなければならない。調査の実施

手順については別途規則で規定する。 

 

第６章 

還付と債務消滅 

 

第４５条（改正）還付 

還付は、法律で定める額を超過して納付した納税者又は法律で定めるとお

り納税者に対し、税金を返還することをいう。 

還付は、納税者に対する不正確な情報提供により生じる各種税金の誤算又

は税務職員の誤算（重複納税、規定税率どおりでない納税又は納税すべき額

を超える納税等）がある場合に実施し、税務当局は、責任を持って検討及び

解決し、法律のとおり、納税者に還付しなければならない。 

納税者が超過して納付した場合、中央及び県の租税業務管理機関は、10 営

業日以内に還付決定書を発行しなければならない。 

付加価値税の還付については、付加価値税法のとおり実施する。 

 

第４６（新規）還付要求の権利を有する者 

還付要求の権利を有する者は次に掲げるとおり。 

1. 所得税法で定める個人所得税の納付者。 

2. 納付すべき額以上納付した会社登録及び納税者登録している個人、法人又

は組織で納税すべき額を超えて税を納付したもの。 

3. 事業を行う者又は納税者で破産、事業の永久停止、事業分割又は合併する

ものうち、納税すべき額を超えて税を納付したもの。 

4. 付加価値税法で定める付加価値税制度に加入する個人、法人又は組織。 

5. ラオス国における国際機関、大使館、領事館及び外交官のうち、付加価値

税法で定めるとおり外務省が承認するもの。 

6. ラオス国において商品を購入する渡航者及び外国人旅行者のうち、付加価

値法で定めるとおり、ラオス国が許可する国際空港及び国際国境から出国

するもの。 

 

第４７条（改正）還付の申請 

本法第 46 条第１項から第４項で定める個人、法人又は組織は、税を納付し

てから遅くとも３か月以内に、所属する税務当局に還付の申請書を提出する

権利がある。 

ラオス国における国際機関、大使館、領事館及び外交官のうち、財務省規

則が規定するとおり外務省が承認するものの付加価値税の還付申請について
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は、四半期ごとに税務当局に申請し、当該四半期の申請は翌四半期の初月ま

で行うこと。 

出国する渡航者及び外国人旅行者のうち、ラオス国の付加価値税還付対象

店において政府が規定する商品及び商品額の範囲において購入するものから

の付加価値税還付申請がある場合、ラオス国が許可する国際空港及び国際国

境において税関職員の証明調査を正確かつ完全に通過するため、商品証明書

を申告し、実物商品及びパスポートを提示しなければならない。 

税務職員の証明調査を通過した商品で出国時に還付未受領の場合、ラオス

国を出国する日から 30日以内に付加価値税の還付を受けることができる。 

付加価値税還付対象でない商品及び付加価値税還付の対象商品額の範囲に

ついては、別途規則で規定する。 

 

第４８条（改正）還付申請の審査 

税務当局は、正確かつ完全に還付申請書及び書類を受理してから５営業日

以内に、還付申請について調査及び審査し、結果を文書にて申請者に通知し

なければならない。追加情報が必要な場合、税務当局は、申請者に必要な追

加情報の提供について文書にて通知し、正確かつ完全な追加情報の受理後、

10 営業日以内に税金の還付について審査しなければならない。 

還付申請が検討されない又は法律に基づいた正確な検討がされない場合、

申請者は、次レベルの税務当局に申し出る権利を有し、更に不正確だと考え

られる場合、人民裁判所に訴訟できる。 

ラオス国における国際機関、大使館、領事館及び外交官に対する付加価値

税還付の審査については、税務当局は、正確かつ完全な申請書及び関係書類

の受理後 10 営業日に、還付しなければならない。 

出国する乗客及び外国人旅行者に対する付加価値税還付の審査については、

税務当局は、財務省規則のとおり税関職員の調査によって正確かつ完全であ

ると証明された後、ラオス国が許可する国際空港及び国際国境を出国する当

該乗客及び外国人旅行者に還付しなければならない。 

 

第４９条（新規）還付用口座 

財務省は、本法第 48条で定めるとおり、国の予算制度内に還付用口座を設

置する。 

還付用口座は、納税者に対し、付加価値税、重複納税、規定税率どおりで

ない納税、納税すべき額を超える納税及びその他法律で定める還付の迅速か

つ期限どおりの実施管理のため設置する。当該還付用口座は、付加価値税還

付分の金銭及び国家予算法で定める歳入を財源とする。 

還付用口座の管理については、別途規則で規定する。 
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第５０条（改正）租税債務の消滅 

納税者は次に掲げる場合において租税債務が消滅する。 

1. 裁判所より破産者決定された後、税金納付分の資産が残らない場合 

2. 障害によって行動不能な状態、死亡又は行方不明で資産がない場合 

3. 税務当局が、10 年間、法律で定めるとおりすべての要求措置を講じるも回

収できない不良債権がある場合 

税務当局は、地方自治体及びその他関係部局からの証明若しくは上記１項 、

２項及び３項で規定する各件に応じた裁判判決を受け、過去に回収できなか

った各租税債務書類をまとめた後、消滅の実施について財務大臣に提案する。 

 

 

 

第７章 

税の納付計画、納税者登録、請求書の使用及び管理 

 

第５１条（改正）税の納付計画 

事業を行う者は２月までに所属する税務当局に対し、当該年納付可能な各

税について責任を持って計算及び納付計画の通知を行わなければならない。 

税務当局は、当該税納付計画の受理後 15営業日以内に情報を比較分析しな

ければならず、当該税納付計画が実態と一致しない場合、当該事業者に対し、

計算をし直したうえ当該年３月までに税務当局に送付するよう通知しなけれ

ばならない。 

 

第５２条（改正）納税者登録 

自由職業を含む企業は、会計法のとおり納税者登録しなければならない。 

コンピュータプログラム上の納税者登録は、所属の税務当局に対し定期的

に連結又は会計情報を提供できるように、規則どおりに登録し、規定すると

おりの会計基準を満たさなければならない。 

調査実施における税務職員その他関係者への情報提供のため、会計書類及

び会計情報は、10 年間保管しなければならない。 

零細企業は、零細企業の会計規則のとおり納税者登録を行わなければなら

ない。 

 

第５３条（改正）請求書の使用 

請求書は、商品及びサービスの売買を証明する書類で、内容、品目、金額、

商品及びサービスの価値及び税額を示すものをいう。 
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請求書は、事業を行う者の会計、納税申告、控除及び還付要請、商品の移

動に使用する。 

零細企業及び商品及びサービスを販売する店舗を含むすべての企業は、都

度、財務省が規定する様式の請求書を発行しなければならない。 

請求書は、紙媒体及び電子媒体の２種類がある。 

 

第５４条（新規）請求書の管理 

請求書の管理は次に掲げるとおり。 

1. 財務省 

- 財務省が印刷・配布する請求書の印刷及び販売に関する監視管理制度の設

立し、事業を行う者による自己印刷の許可及び請求書の印刷及び配布につ

いて月次及び毎四半期並びに年次報告を行う。 

- 常時、事業を行う者の請求書使用についての監視、調査及び明確性の証明

並びに控除要請額、納付すべき税額及びその他経費についての調査のため

の請求書比較を行う。 

- 深い理解の獲得及び全国における統一的な実施のため、財務当局、零細企

業又は店舗を含む企業及びメディアに対し、請求書の使用に関し普及活動

及びガイダンスを行う。 

2. 事業を行う者 

- 会計帳簿を作成し、財務省から購入する請求書又は自己使用のため印刷許

可を受けた請求書の使用状況を監視する。 

- 当該請求書又は財務省から購入する請求書の使用状況に関し、税務当局に

月次、四半期及び年次報告を行う。 

- 請求書を紛失した場合、早急に文書にて購入した税務当局又は請求書使用

登録先の当局に通知しなければならない。 

- 本法及びその他関連法のとおり実施する税務調査において税務職員に提出

するため、未使用及び使用済の請求書を保管する。 

 

第４部 

租税情報システム及びデータベース 

 

第５５条（新規）租税情報システム 

租税情報システムは、国の予算に税を納付する個人、法人及び組織の収入

を情報管理及び監視するシステムをいう。 

 

第５６条（新規）租税データベース 

租税データベースは、情報分析、リスク評価及び租税徴収計画予測のため
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の租税徴収情報及び納税義務を有する個人、法人及び組織の情報を収集する

場所をいう。 

 

第５７条（新規）租税情報システム及びデータベースの作成 

税務当局は、情報の収集、記録、分析及び検討により、租税情報システム

及びデータベースを作成、管理及び開発する責任者である。 

税務当局は、徴税情報管理システムと連結及び共有するため並びに租税に

関する情報を外国と交換及び共有するため、関係省庁、機関、部局及び地方

自治体と連携する。 

 

 

第５８条（新規）商品及びサービス売上記録機の使用及び連結 

企業登録証及び納税者番号を有する個人、法人及び組織は、事業管理にお

ける近代的ツールの積極的な使用促進のため商品及びサービス売上記録機に

投資、活用及び活動について完全に記録し、国の予算に納付する税の徴収に

おいて正確、完全、適時かつ透明であるため、徴税情報管理システムに連結

しなければならない。 

 

第５９条（新規）租税情報の取りまとめ及び報告 

税務当局は、租税にかかるデータベースの取りまとめのため、商工業当局、

計画投資当局、ラオス中央銀行及びその他関係当局との連携業務を担当する

局である。 

税務当局は、租税情報について取りまとめ然るべき関係機関に報告する。 

 

第６０条（新規）租税情報へのアクセス 

個人、法人及び組織は、税務当局より許可を受けた後、租税情報にアクセ

スし、及び使用できる。 

国のその他関係機関が当該租税情報を必要とする場合、規則のとおり税務

当局に申請しなければならない。 
 

第５部 

納税者、納税義務者、個人及び関係組織の権利及び義務 

 

第６１条（改正）納税者及び納税義務者の権利 

納税者及び納税義務者は次に掲げる権利を有する。 

1. 租税管理業務に関する情報、明確な説明を受け取ること及び意見の表明。 

2. 租税に関する個人情報の保護。 
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3. 法律のとおり、免除又は減税その他租税にかかる政策の対象であること。 

4. 法律のとおり、超過して納付した税金の受領。 

5. 法律のとおり、商品の輸出入から生じる付加価値税還付の受領。 

6. 関係する従業員、税務職員又は組織の違法行為に対しての申立て又は申出

若しくは公平性の主張。 

7. 租税業務に関係しない情報提供の拒否。 

8. 税務調査の報告書の内容を知る権利。 

9. 税務調査の結果に対する明確な説明及び申出。 

10. 法律のとおり、不正な調査結果の拒否。 

11. 法律で定めるその他の権利行使。 

 

第６２条（新）納税者及び納税義務者の義務 

納税者及び納税義務者は次に掲げるとおり義務を負う。 

1. 納税者番号の要請及び使用。 

2. 正確、完全かつ期限どおりに税を計算、申告及び納付すること。 

3. 税の計算、徴収、申告、源泉徴収、還付要請、免除又は減税の要請におけ

る不正について責任を負うこと。 

4. 税務当局に登録し徴税情報管理システムに連結させ、商品及びサービス売

上記録機を使用すること。 

5. 当該年の納付義務をまとめ、翌年の税納付計算計画を作成すること。 

6. 当該者の保有する国庫、銀行及びその他金融機関の預金口座について、税

務当局に報告すること。 

7. 法律のとおり、納税者登録を行い、請求書を使用すること。 

8. 法律のとおり、租税業務に関する会計書類、領収書、財務状況証明書及び

その他の書類を提供すること。 

9. 税務当局に免除及び減額した税金を申告すること。 

10. 納税申告後調査業務に協力し、関係する情報を提供すること。 

11. 税務当局の納付命令書のとおり、未納付の税金を納付すること。 

12. 法律のとおり、会計書類を保管及び管理すること。 

13. 一部又は全事業の停止、合併、分割、売却、譲渡を行う場合、税金の精算

及び支払いのため、所属する税務当局に通知する。 

14. 法律で定めるその他の義務を実行すること。 

 

第６３条（改正）個人及び関係組織の権利及び義務 

個人及び関係組織は次に掲げる権利及び義務を有する。 

1. 税金の納税者及び納税義務者の情報を提供するとともに当該者の役割に

応じ税務当局と協力すること。 
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2. 法律のとおり秘密が保護される形で、租税に関する法令の違反について税

務当局に通報すること。 

3. 権利を行使するとともに法律で定めるその他の義務を実行すること。 

 

第６部 

租税組織 

 

第１章 

税務当局 

 

第６４条（改正）地位及び役割 

税務当局は、財務省の一組織であり、租税業務を縦断的に管理する役割を

有し、徴税計画を作成し、調査を実施し、計算を行い、全国における網羅的

かつ統一的な徴税及び国の予算への租税納付について監視及び促進する。 

税務当局の権利、義務及び責任は、本法第 83 条、第 84 条及び第 85 条で規

定する。 

 

第６５条（改正）組織構成 

税務当局は、縦断的組織制度を有し、組織構成は次に掲げるとおり。 

1. 税務局は、財務省の一組織構成であり、全国の租税管理業務に関する総合

管理において財務省の補佐役を務める。 

2. 県及び首都における税務課は、税務局の一縦断的組織であり、租税管理業

務に関する税務局及び県庁の補佐役を務める。 

3. 郡及び市における税務局担当は、県及び首都における税務課の一縦断的組

織であり、租税管理業務に関し県及び首都における税務課及び郡事務所の

補佐役を務める。 

 

第６６条（改正）構成員 

税務当局の構成員は次に掲げるとおり。 

1. 税務局 

- 局長、副局長 

- 課長、課長補佐 

- 班長、副班長 

- 技術職員 

2. 県及び首都における税務課 

- 税務当局長、副長 

- 班長、副班長 
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- 技術職員 

3. 郡及び市における税務担当 

- 税務当局長、副長 

- 係長、係長補佐 

- 技術職員 

税務職構成員に対する管理職を含む任命業務、異動、解任、表彰及び措置

の決定は、関係法及び規則のとおり実施すること。 

 

第６７条（改正）従業員及び税務職員の条件及び措置 

従業員及び税務職員の条件及び措置は次に掲げるとおり。 

1. ラオス国籍 

2. 20歳以上 

3. 財務、会計、法律又はその他関連分野において高等レベル以上の専門知識

を有すること。 

4. 一外国語の知識を有すること。 

5. 強い政治的意識、強い道徳及び革命心、倫理、誠実性並びに純潔な精神を

有すること。 

6. 意図的に行った悪事に対する裁判所の有罪判決又は懲戒処分を受けたこ

とがないこと。 

7. 良好な健康状態であること。 

 

第６８条（改正）守秘 

従業員及び税務職員は、別途法律で定めがない限り、公的な及び納税者の

個人情報に関する国の秘密情報について厳守に守秘しなければならない。 

 

第２章 

従業員及び税務職員の権利及び義務 

 

第６９条（改正）従業員及び税務職員の権利 

従業員及び税務職員は次に掲げる権利を有する。 

1. 必要に応じ又は税務当局から要請があった場合、個人、法人、国及び民間

組織から租税管理業務に関する便宜及び協力を得ること。 

2. 租税業務に関する情報収集のため、個人、法人及び関係組織と連絡を取る

こと。 

3. 個人、法人及び関係組織に対し会計書類、情報等の提供を求めること。 

4. 租税滞納債務を有する個人、法人及び関係組織に対しすべて支払うよう要

求すること。 
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5. 税務当局の事務所における納税者の書類に基づく会計調査、個人、法人及

び関係組織の事務所における実態調査及び無予告調査の実施。 

6. 法律で定める租税に関する義務を履行しない者に対し措置を講じること。 

7. 請求書並びに倉庫、店及び市場等における商品移動に関する書類の使用を

厳重に調査すること。 

8. 法律で定めるその他の権利を行使すること。 

 

第７０条（改正）従業員及び税務職員の義務 

従業員及び税務職員は次に掲げる義務を負う。 

1. 租税に関する法律規則について個人、法人及び組織に普及すること。 

2. 租税管理業務に関する法律、規則及びその他の関連法のとおり執行するこ

と。 

3. 租税管理業務に関する情報、ガイダンス及び説明を提供すること。 

4. 税金の計算、申告、控除、還付要請、免除、減税及び納付について調べる

こと。 

5. 租税滞納債務を要求すること。 

6. 納税者の個人情報を守秘すること。 

7. 国の予算に納付するため、銀行経由の納税申告及び税金の支払いについて

監視及び推進すること。 

8. 租税管理業務に関係する部局、機関及び地方自治体と連携すること。 

9. 権利の範囲において、納税者の申し出を受領するとともに検討、解決する

こと。 

10. 法律で定めるその他の義務を果たすこと。 

 

第７部 

租税管理業務に関係する国の機関の責任 

 

第７１条（新規）国民議会の責任 

国民議会は次に掲げるとおり租税管理業務に関する責任を有する。 

1. 政府の提案に基づく設定、変更、取消、削除、税金の免除及び減額につい

て検討及び承認すること。 

2. 政府の歳入５か年計画及び年間計画について検討及び承認すること。 

3. 租税管理法の実施について監視及び調査すること。 

4. 法律で定めるその他の責任を有すること。 

 

第７２条（新規）県議会の責任 

県議会は次に掲げるとおり租税管理業務に関する責任を有する。 
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1. 県議会の責任の範囲において、租税管理法の実施を監視及び調査すること。 

2. 県及び首都の歳入５か年計画及び年間計画について毎年検討及び承認す

ること。 

3. 地方の関係部局の徴税及並びに県及び首都における国の予算への租税納

付を推進すること。 

4. 法律で定めるその他の責任を有すること。 

 

第７３条（新規）政府の責任 

政府は次に掲げるとおり租税管理業務に関する責任を有する。 

1. 設定、変更、取消、削除、税金の免除又は減額について検討し、国民議会

に提案すること。 

2. 歳入５か年計画及び年間計画を検討し、国民議会に提案すること。 

3. 租税管理法の実施について監視、調査すること。 

4. 財務省が提案する納税申告及び納付の延期について検討及び決定するこ

と。 

5. 法律のとおり正確に実施し全国における統一的な実施するため、徴税管理

にかかる規則及び措置の発行権を財務省に与えること。 

6. 法律で定めるその他の責任を有すること。 

 

第７４条（新）財務省の責任 

財務省は次に掲げるとおり租税管理業務に関する責任を有する。 

1. 設定、変更、取消、削除、税金の免除又は減額について検討し、政府に提

案すること。 

2. 歳入 5 か年計画及び年間計画を検討し、政府に提案すること。 

3. 租税管理法の実施を監視、調査すること。 

4. 中央税務局が提案する納税申告及び納付の延期について検討、決定するこ

と。 

5. 還付用口座を管理すること。 

6. 税務当局の歳入及び開発戦略計画を承認すること。 

7. プロジェクト又は投資事業のうち、投資目的どおりに実施していないもの、

正しく実施していないもの、不正に実施しているもの並びに法律で定める

納税義務及びその他の義務を果たしていないものの中止、変更又は取消に

ついて関係者に提案すること。 

8. 計画どおり又は計画を超える額の徴税を実施及び管理し、政府が任命する

年間予算歳入の徴収を行うこと。 

9. 国民議会が承認する額及び政府の任命のとおり、予算歳入の徴収について、

指導、監視及び調査すること。 
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10. 民間及び国営企業が歳入に組み入れる義務を果たすよう推進すること。 

11. プロジェクト及び投資事業実施について促進し、便宜を与えるとともに、

法律のとおり租税政策の監視及び管理を行うこと。 

12. 租税管理法の実施について推進、指導、監視及び調査すること。 

13. 租税管理業務に関し、外国、地域及び国際社会と協力すること。 

14. 法律で定める投資促進政策を実施すること。 

15. 法律で定めるその他の責任を有すること。 

 

第７５条（新規）ラオス中央銀行の責任 

ラオス中央銀行は次に掲げるとおり租税管理業務に関する責任を有する。 

1. 商業銀行における国家予算預金口座サービスの指導及び推進を行うこと。 

2. 銀行システムを通じ納税義務の履行におけるサービス管理を行い、当該日

内に国家予算の預金口座に納付すること。 

3. 商業銀行その他金融機関に対しては、税務当局の依頼に応じ、納税者、納

税義務者の財務取引情報を提供するよう推進すること。 

4. 法律で定めるその他の責任を有すること。 

 

第７６条（新規）省、機関その他中央レベル関係者の責任 

省、機関及びその他中央レベル関係者は、当該者の責任範囲において、次

に掲げるとおり租税管理業務に関する責任を有する。 

1. 予算係に対して手数料及びサービス料の徴収計画を作成するよう指導す

ること。 

2. 手数料及びサービス料の徴収が計画どおり又は計画を超えるよう指導、管

理及び調査し、年間予算計画に基づき、正確、完全、適時かつ確実に徴税

を実施すること。 

3. 徴税及び予算への組み入れを正確に実施するため、企業、資産、土地及び

その他の予算収入に関する情報について、財務当局に、完全かつ期限どお

り提供すること。 

4. 租税管理法の実施のもと推進、指導、研究、提言、普及及び監視すること。 

5. 手数料及びサービス料の徴税に関する申出及び租税管理業務に関する問

題について、当該者の範囲において解決すること。 

6. 租税管理法の違反行為について財務当局に通報すること。 

7. 法律で定めるその他の責任を有すること。 

 

第７７条（新規）地方自治体の責任 

地方自治体は、当該者の責任範囲において、次に掲げるとおり租税管理業

務に関する責任を有する。 
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1. 検討、承認を行う県議会に提出するため、財務当局及び関連当局に対し、

完全な徴税計画を作成するよう指導すること。 

2. 税金の徴収が計画どおり又は計画を超えるよう指導、管理及び調査し、年

間予算計画に基づき、正確、完全、適時かつ確実に徴税を実施すること。 

3. 徴税及び予算への組入れを正確に実施するため、関係当局に対し、企業、

資産、土地及びその他予算収入に関する情報を収集し、財務当局に、完全

かつ期限どおり提供するよう指導すること。 

4. 租税管理法の実施のもと推進、指導、研究、提言、普及及び監視すること。 

5. 当該地方内で発生する租税業務に関する申出について、解決すること。 

6. 法律で定めるその他の責任を有すること。 
 

第８部 

禁止事項 

 

第７８条（新規）一般的な禁止事項 

個人、法人及び組織は、次に掲げる行為をしてはならない。 

1. 租税に関する情報の提供を拒否すること。 

2. 悪事への協力、悪事を行う者の隠蔽又は保護並びに租税業務執行の妨害。 

3. 従業員、公務員及び税務職員又は納税者への侮辱、強制、脅し及び暴行。 

4. その他の違法行為。 

 

第７９条（改正）従業員・公務員及び税務職員の禁止事項 

従業員、公務員及び税務職員は、次に掲げる行為をしてはならない。 

1. 公的な及び納税者の個人情報に関する国の秘密情報を公開、遅延行為、文

書偽造、職務怠慢、職務の無視及び任務に対する無責任行為。 

2. 職権乱用、賄賂の要求又は受領、国益を損なわせるよう納税者を強制し脅

すこと。 

3. 不法に租税を徴収すること。 

4. 国の予算に納付せず徴収した税を使用すること。 

5. その他の違法行為。 

 

第８０条（改正）納税者及び納税義務者の禁止事項 

納税者及び納税義務者は、次に掲げる次に掲げる行為をしてはならない。 

1. 証拠の破棄、売上の隠蔽及び税の納付に関する違法行為。 

2. 賄賂又は報酬の供与、従業員・公務員又は税務職員と陰謀し国の金銭を窃

取すること。 

3. 請求書、領収書及びその他税金に関係する文書の偽造。 
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4. その他の違法行為。 

 

第９部 

租税管理業務の管理及び調査 

 

第１章 

租税業務の管理 

 

第８１条（改正）租税業務の管理機関 

政府は、全国における租税業務を包括的かつ統一的に管理するとともに、

直接の責任を有し、関係省庁、機関及び地方自治体と連携を図る主担当とし

て財務省を任命する。 

租税業務に関する管理機関は次に掲げるとおり。 

1. 財務省 

2. 税務局 

3. 県及び首都における税務課 

4. 郡及び市における税務担当 

 

第８２条（改正）財務省の権利及び義務 

財務省は、租税業務に関する管理について、次に掲げる権利及び義務を有

する。 

1. 政府に提案するため、政策、戦略、租税管理法の研究、立案及び修正を行

うこと。 

2. 租税管理業務に関する政策、戦略及び法律を計画並びにプログラム及びプ

ロジェクトとして運用及び実施すること。 

3. 租税管理業務に関する政策、戦略、法律及びその他法令の普及及び啓蒙。 

4. 租税管理に関する業務、法律及びその他法令の実施についての指導、管理、

監視及び推進。 

5. 税務職員及び納税者が行う税額の計算及び再計算についての法的正確性

の監視及び調査。 

6. 納税者への正確かつ完全な還付にかかる決定。 

7. 租税管理業務における従業員及び公務員の人材育成、能力強化、格上げ、

管理及び活用。 

8. 租税管理業務に関する申出の解決。 

9. 租税管理業務に関係する関係省庁、機関、その他部局及び地方自治体との

連携。 
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10. 中央税務局からの提案に基づく従業員及び税務職員の任命、異動、解任、

配員、表彰及び懲戒の検討。 

11. 租税管理業務に関する外国、地域及び国際社会との協力。 

12. 租税管理業務の実施状況について、政府への定期的な報告。 

13. 法律で定める権利の行使及びその他義務の履行。 

 

第８３条（改正）中央税務局の権利及び義務 

中央税務局は、租税業務管理に関する管理について、当該局の責任の範囲

において、次に掲げる権利及び義務を有する。 

1. 租税管理業務に関する政策、戦略、法律及び計画、プログラム又はプロジ

ェクトの実施。 

2. 租税管理業務に関する政策、戦略、法律及びその他法令の普及及び啓蒙。 

3. 租税管理業務の監視及び調査。 

4. 租税管理業務に関する決定書、ガイダンス、通知書、納付命令書、要求書、

計算書の発行及び当該書類のうち不正なものの破棄。 

5. 納税者への正確かつ完全な還付にかかる決定。 

6. 税務職員の任命並びに実務を行う従業員及び公務員の配員。 

7. 従業員及び公務員の任命、異動、解任又は違法行為者に対する懲戒処分に

ついて財務大臣に提案すること。 

8. 租税管理業務における従業員及び公務員の人材育成、能力強化、格上げ、

管理及び活用。 

9. 租税管理業務における情報技術（IT）活用。 

10. 租税管理業務に関する申出の解決。 

11. 租税管理業務に関係する部局との連携。 

12. 任命する範囲における租税管理業務に関する外国、地域及び国際社会との

協力。 

13. 租税管理業務について、財務省への定期的な報告。 

14. 法律で定める権利の行使及びその他義務の履行。 

 

第８４条（改正）県及び首都における税務課の権利及び義務 

県及び首都における税務課は、租税業務に関する管理について、当該課の

責任の範囲において、次に掲げる権利及び義務を有する。 

1. 租税管理業務に関する政策、戦略、法律、開発計画及び管理の仕組みの実

施。 

2. 租税管理業務に関する法律、命令書及びその他法令の普及。 

3. 正確、完全かつ適時の徴税管理のため、関連法の正常な実施について指導

及び監視を行う。 
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4. 租税間業務に関する決定書、ガイダンス、通知書、納付命令書、要求書、

計算書の発行及び当該書類のうち不正なものの破棄。 

5. 概要報告書作成及び徴収税額分析のため、徴収するすべての税金の記録に

おいて歳入項目のとおり国の会計制度を実施し、県及び首都の国庫局と連

携する。 

6. 税務職員及び納税者が行う税の計算及び再計算の正確性について、厳重に

監視及び管理する。 

7. 納税者への正確かつ完全な還付にかかる決定。 

8. 租税管理業務における従業員及び公務員の人材育成、能力強化、格上げ管

理及び活用。 

9. 税務職員の任命並びに実務を行う従業員及び公務員の配員。 

10. 人材育成計画作成、人員管理及び配置について、関係部局、県庁及び都庁

と連携する。 

11. 従業員及び公務員の任命、異動、解任並びに違法行為者に対する懲戒処分

について、地方自治体と連携のうえ、財務大臣への提案を税務局長に申し

出る。 

12. 租税管理業務の活動における情報技術（IT）活用の管理及び近代化。 

13. 租税管理業務に使用する予算、年金、車両、道具の管理。 

14. 租税管理業務に関係する県庁、都庁、財務部局及びその他の関係当局との

連携。 

15. 租税管理業務の実施について監視及び推進する。 

16. 任命する範囲における租税管理業務に関する外国との協力。 

17. 租税管理業務の実施状況について、税務局、県知事及び都知事への定期的

な報告。 

18. 法律及び任務で定める権利の行使及びその他義務の履行。 

 

第８５条（改正）郡および市における税務担当の権利及び義務 

郡及び市における税務担当は、租税業務に関する管理について、当該担当

の責任の範囲において、次に掲げる権利及び義務を有する。 

1. 租税管理業務に関する政策、戦略、法律、開発計画及び管理メカニズムを

実施する。 

2. 租税管理業務に関する法律、命令書及びその他法令の普及。 

3. 正確、完全かつ適時の徴税管理のため、関連法の正常かつ統一的な実施に

ついて監視する。 

4. 租税管理業務に関する決定書、ガイダンス、通知書、納付命令書、要求書、

計算書の発行及び当該書類のうち不正なものの破棄。 

5. 税務職員の任命並びに実務を行う従業員及び公務員の配員。 
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6. 概要報告書作成及び徴収税額分析のため、徴収するすべての所得税の記録

において歳入項目のとおり国の会計制度を実施し、郡及び市の国庫局と連

携すること。 

7. 税務職員及び納税者が行う税の計算及び再計算の正確性について、厳重に

監視及び管理すること。 

8. 税管理業務の活動における情報技術（IT）活用の管理及び近代化。 

9. 租税管理業務に使用する予算、年金、車両及び道具の管理。 

10. 租税管理業務に関係する郡事務所、市役所、財務事務所及びその他の関係

当局との連携。 

11. 租税管理業務の実施についての監視。 

12. 租税管理業務の実施状況について、県及び首都における税務課、並びに郡

長及び市長への定期的な報告。 

13. 法律及び任務で定める権利の行使及びその他義務の履行。 

 

第２章 

租税管理業務の調査 

 

第８６条（改正）租税管理業務の調査機関 

租税管理業務の調査機関は次に掲げるとおり。 

1. 内部調査機関は、本法第 81 条で規定する租税業務管理機関と同じ。 

2. 外部調査機関は、国民議会、県議会、各レベルの政府監査機関、国家監査

機関、ラオス国家建設戦線、ラオス退役軍人協会、大衆組織、社会組織、

メディア及びその他関係機関をいう。 

 

第８７条（新規）調査内容 

租税管理業務調査の主な内容は次に掲げるとおり。 

1. 租税管理業務に関する法律及びその他法令の実施。 

2. 租税業務管理機関の組織及び活動。 

3. 権利の行使、義務の履行及び違反者への措置実施。 

 

第８８条（新規）技術調査 

租税技術調査は次に掲げるとおり。 

1. 納税者の税納付計画 

2. 納税者の納税申告 

3. 納税申告後の調査 

4. 税金の控除及び還付要請 

5. 税計算の場所、道具及び書類 
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6. 移転価格 

7. 財務報告書 

8. 納税者及び納税義務者のリスク管理メカニズム 

9. 租税管理業務に関するその他の内容 

 

第８９条（改正）調査形式 

租税管理業務の調査は次に掲げる 3 つの形式がある。 

1. 定期調査 

2. 事前通知調査 

3. 無予告調査 

定期調査は、計画どおり定時に定期的に実施する調査をいう。 

事前通知調査は、必要に応じ実施する計画外の調査をいい、調査対象者に

事前通知しなければならない。 

無予告調査は、調査対象者に予告せず緊急で実施する計画外の調査をいう。 

調査は、税務当局の事務所若しくは企業の事務所又は企業が事業を行う場

所で実施すること。 

 

第１０部 

予算、制服、紋章及び印鑑 

 

第９０条（改正）予算 

税務当局は、財務省に帰属する予算を有する。当該予算は、国家予算法及

び年間国家予算計画の策定及び実施に関する規則に適合するものであり、当

該予算の配分において、近代化システムの開発及び管理は政府が優先事項と

するものである。 

 

第９１条（改正）制服、紋章及び印鑑 

税務当局は、政府が承認する専用の制服及び紋章を有する。 

税務職員は、公務執行時においては、制服を着用し、職務証明カードを携

帯し、専用の紋章を付けなければならない。 

税務当局は各レベル専用の公務用印鑑を有する。 

 

第１１部 

優良納税者に対する政策及び違反者に対する措置 

 

第９２条（改正）優良者に対する政策 

個人、法人又は組織のうち、税の納付計画及び明瞭な年間輸出入計画を有
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す、正確、完全かつ適時に納税申告及び税納付を行う、法律のとおり納税者

登録を行う、財務状況証明書を正しく使用する、税務情報システム及び関税

申告システムを通じて納税申告を行う、銀行システム又は国庫を通じて税を

納付するなど、納税義務実行の模範となる優良者であり、連続する 2 年間積

極的に貢献するものには、次に掲げるとおり、表彰、便宜又はその他政策を

与える。 

1. 国内における活動 

- 優良企業として表彰を受ける。 

- 税務調査前還付に対する便宜を受ける。 

- 翌年の年間会計調査の免除を受ける。 

- 税納付証明書の発行について便宜を与える。 

- 技術的な支援又は助言を受ける。 

2. 輸出・輸入 

- 輸出入が生じる国境における関税申告に関する詳細な特権を受ける。 

- 商品実物調査のリスク管理において低リスクの評価を受ける。 

- 自社倉庫への商品持ち込み及び当該倉庫における商品調査の実施許可を受

ける。 

 

第９３条（改正）違反者に対する措置 

この法律を違反した個人若しくは法人又は組織は、各件に応じ、啓発、行

政処分、罰金、民事による損害賠償の措置を受ける又は刑法が科せられる。 

 

第１２部 

最終条項 

 

第９４条（改正）税率の変更 

社会経済の成長に合わせ早急に税率の変更が必要な場合、政府は、大統領

暫定令の発出を提案するため、国民議会常設委員会に申し出を行う権利及び

義務を有する。同令発出後、国会議会常設委員会は次の国会において報告し

なければならない。 

個人、法人及びその他組織は所得税率を変更する権利を有しない。 

 

第９５条 施行 

ラオス国政府は本法の施行者である。 

 

第９６条（改正）法律の発効 

本法は、ラオス国国家主席が 2020 年 1 月 1 日に国家主席令を発出した後、
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官報に掲載してから 15日後に施行する。 

本法は、2015年 12月 15日付の租税管理法 No.70/NAに優先する。 

本法と矛盾する条項はすべて廃止される。 

 

国民議会議長 


